
 公正取引委員会は、令和４年３月30日、転嫁円滑化施策パッケージ（令和３年12月27日）の内容も踏まえ、「令和４年中小事業者等取引
公正化推進アクションプラン」を策定し、適正な価格転嫁の実現に向けて、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に関する緊急調査の実
施や事業者団体への自主点検の要請など、従来にない規模の取組を進めてきた。

 公正取引委員会は、令和５年３月１日、令和４年に実施した緊急調査や自主点検の結果等を踏まえ、新たに「令和５年中小事業者等取引
公正化推進アクションプラン」を策定し、適正な価格転嫁の実現に向けて、取引の公正化の更なる推進を図っていくこととした。

 公正取引委員会は、引き続き、価格転嫁円滑化スキームに基づき、関係省庁と緊密に連携を図り、中小事業者等から寄せられる情報も活
用しつつ、執行強化の取組を進め、独占禁止法又は下請法に違反する事案については、より積極的かつ厳正に対処していく。

１ 法律上問題となり得る取引価格の据え置き
に関する考え方の周知

・円滑な価格転嫁に向けた要請【継続実施】
・経済団体等への働きかけ 【継続実施】
・ウェブサイト等を通じた周知【継続実施】
２ 相談対応及び情報収集の実施
・「不当なしわ寄せに関する下請相談窓口」の運用
等【継続実施】

・中小事業者等が匿名で情報提供できる「違反行為
情報提供フォーム」の運用【継続実施】

１ 重点的な立入調査
・下請法違反被疑事件の処理状況等を踏まえ、令
和5年度の重点立入業種を選定（情報サービス業、
道路貨物運送業、金属製品製造業、生産用機械
器具製造業、輸送用機械器具製造業の５業種）

・重点的な立入調査の実施【継続実施】
２ 下請法違反行為の再発防止が不十分な
事業者に対する取組

・再発防止が不十分な事業者に対する取締役会決
議を経た上での改善報告書の提出要請【継続実
施】

３ 法違反等が多く認められる業種におけ
る取引適正化に向けた取組強化の把握

・関係省庁とも連携し、事業者団体等が実施した
取引適正化に向けた取組強化内容について必要
なフォローアップ【令和5年内目途】

１ コスト上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関す
る特別調査

・11万名を超える事業者に対する書面調査の実施（コ
スト構造において労務費の占める割合が高い業種に
対して重点的に調査票を発送。調査対象期間：
令和4年6月1日〜令和5年5月31日）
【令和5年5月末開始】

・緊急調査において、①注意喚起文書を送付した発注
者や②多数の取引先に対して協議を経ない取引価格
の据置き等が認められた発注者については、その後
の価格転嫁の取組状況確認（フォローアップ）

・立入調査の実施、注意喚起文書の送付など必要な対応
・調査結果の取りまとめ【令和5年内目途】
２ 荷主と物流事業者との取引に関する調査
・書面調査の実施、前回調査を大幅に上回る101名に対す
る立入調査の実施、777名への注意喚起文書の送付
・調査結果の取りまとめ【令和5年6月初旬公表】

※協議を経ない取引価格の据置き等（下記の独占禁止法Ｑ＆Ａの１及び２に該当する行為）
◎公正取引委員会ウェブサイト 独占禁止法Ｑ＆Ａ Ｑ20（抜粋）

取引上の地位が相手方に優越している事業者が、取引の相手方に対し、一方的に、著しく低い対価での取引を要請する場合には、
優越的地位の濫用として問題となるおそれがあり、具体的には、
１ 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において
明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと
２ 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストが上昇したため、取引の相手方が取引価格の引上げを求めたにもかかわら
ず、価格転嫁をしない理由を書面、電子メール等で取引の相手方に回答することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと
は、優越的地位の濫用として問題となるおそれがある。

※「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」においても、同様に、上記１及び２の行為が買いたたきに該当するおそれがあると記載している。

電話番号 0120-060-110
【受付時間】10:00-17:00（土日祝日・年末年始を除く。）

（不当な下請取引）ゼロゼロ 110番

②下請法の執行強化等

受注者からの要請の
有無にかかわらず、
発注者から積極的に
価格転嫁に向けた協議
の場を設けていくこと
が重要

①独占禁止法の執行強化 ③独占禁止法及び下請法の考え方の周知徹底

「令和５年中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」の推進


